
監修者　はしがき

金融取引は、「約束事」そのものであり、金融機関と金融機関よりサー
ビスを受ける利用者との間の「約束事」を売り買いしているのが「金融
商品」といってもよいでしょう。したがって、この「約束事」が円滑に、
確実に実行されることが必要であり、そのためにルールが重要となりま
す。つまり、金融取引を支える最も重要な要素は、ルールであり、金融
商品は、ルールの塊といってもよいでしょう。
しかし、このルールを理解することは容易ではありません。金融取引

をめぐるルールは、民法や商法、さまざまな法律を前提として、そうし
た法律が応用的に活用され、解釈されており、金融取引ルールを理解す
るためには、基本的な法律の知識が欠かせません。さらに、金融商品は、
IT技術の進展もあって、進化し続けており、金融商品そのものの複雑
さは、それを支えるルールの複雑さともなっています。
金融取引のルールを理解する重要性は増す一方であり、そのことがリ

スク管理やコンプライアンスの観点からも強く求められていますが、こ
れを学ぼうとすると多くの困難に直面することになりますし、独習とな
ればなおさらです。現代の金融機関の行職員の方の多忙ぶりをみるにつ
け、時間的余裕は与えられていないでしょう。他方で、ハウツー的な便
利本ではとても太刀打ちできる世界ではないこともまた確かなことで
す。では、どうしたらよいのでしょうか？　見通しの悪い地形の入り口
を前に、羅針盤も地図もなく、途方に暮れてしまうことになりかねませ
ん（これは、監修者が経験したことでもあり、また経験し続けているこ
とでもあります……）。
本書は、まさにそうした金融取引という複雑な地形をこれから進もう

とする人たちに、ひるむことなく歩むための基本的な知識を提供するも



のです。こうした本を作り上げることは決して簡単なことではありませ
んが、金融法務の分野に精通した藤池智則弁護士と髙木いづみ弁護士を
筆頭に堀総合法律事務所の若き弁護士の皆さまが、まずは複雑な地形の
入り口の地ならしと、さらに進んでいくための地図、コンパスを用意し
てくれました。銀行取引に係る基本的なルールを丁寧かつ簡潔に、そし
て網羅的に示してくれています。
もちろん、金融取引は、本書に記載されただけでなく、さらに応用的
な取引、銀行取引以外の金融取引があり、さらにその領域も広がってい
ますから、本書だけですべてが理解できるわけではありません。しかし、
ここに示された基本的な法律知識、考え方は、そうした応用分野、他分
野を理解するうえでも、よすがになるはずであり、足場の悪い地形に立
ち入ろうとしたときでも、どう進むべきか、どのルートをとるべきかを
考え、判断するための基礎を与えてくれることになるでしょう。
本書は、金融法務の基本的な知識を得たいという読者、銀行業務検定
といった試験への準備をしたいという読者にとって必携のテキストとな
るものです。
私自身、監修者の名を借りた本書の最初の読者となる機会をいただき
ました。本書の執筆にあたられた堀総合法律事務所の先生方に敬意を表
すとともに、本書を手にとった皆さまも、同じように、本書を通じて金
融取引の複雑さにひるむことなく、営々と金融実務家や研究者の先達に
よって積み重ねられ、凝縮された叡智を知る喜びを感じとってもらえる
のではないかと期待しています。
（本文中、意見等に係る部分は監修者の所属する組織を代表するもの
ではありません）

2016年11月
監修者　一般社団法人 全国銀行協会　　大野正文　　



編著者　はしがき

本書は、金融法務に初めて接する新入行職員や法務に馴染みのない若
手行職員の方々を対象とし、各種預金取扱金融機関の金融取引に関する
入門書として手に取っていただくことを想定して、企画・執筆したもの
です。
そのため、預金、融資、手形・小切手、内国為替といった最も基本的

な金融取引の分野について、日常的実務において欠かすことのできない
基本的知識を中心に、コンパクトに解説しました。
日常的な金融取引については、各金融機関において事務手続書等があ

り、これに従って業務を行えば必ずしも金融法務の知識は必要とされな
いかもしれません。しかし、事務手続書等に記載されていない異例事態
が発生した場合には、金融取引をめぐる法律関係の基本的理解に立ち
戻って考えてみることが必要となります。
また、そもそも金融法務の基本的理解ができていないと事務手続書等

が定めるルールの目的や内容を正しく理解することができず、意図せず
ルールに抵触してしまうことも想定されます。
さらに、近年、情報通信技術の進展やグローバリゼーションに伴い、

金融取引は急激に複雑化していますが、こうした複雑な金融取引も、金
融法務の基本的知識なしに理解することはできません。
そこで、本書では、金融法務の基本的知識を一冊で学ぶことができる

よう、重要な事項に絞り、内容の正確性に配慮しつつ、適宜、図や用語
解説を交えながら解りやすく記述するよう努めました。
もっとも、金融取引の基本的な事項について網羅的に触れ、根拠とな

る条文や裁判例にもできるだけ言及することとしたため、初めて金融法
務に触れる方にとっては、若干難しい内容が含まれているかもしれませ



ん。細部にわたる部分については、実務の中で疑問が生じた際に立ち
戻って参照するテキストとしてもご活用いただければ幸いです。
本書は、全般において、一般社団法人 全国銀行協会の大野正文氏に
ご監修いただきました。金融法務に関して多数のご論稿を執筆されてい
る同氏の多岐にわたる有益なご助言は、本書の内容の精度を確実に向上
させました。
また、株式会社 経済法令研究会の地切修氏には、本書の構成から記
述の細部に至るまで、きめ細やかなご指導と温かいご支援をいただきま
した。同氏のご支援なしに本書は出版されることはなかったと確信して
おります。
この場をお借りして、両氏に、厚く御礼申し上げます。

2016年11月
 編著者

 堀　総合法律事務所

 パートナー弁護士　藤池　智則　　　
 パートナー弁護士　髙木　いづみ　　
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１　金融法の意義

１ 　金融とは

金融法の意義について明確な定義があるわけではありませんが、一
般に金融法とは金融に関する法とされています。
ここに金融とは、手元資金に余裕がある者が、資金不足のため資金
需要がある者に対して、資金を融通して供給することです。しかし、
一般の資金供給者は、確実な返済を見込める資金需要者を見出すこと
は容易ではありません。そこで、資金融通を仲介する金融機関の存在
が必要となるのです。

２ 　金融機関の種別と金融法

金融機関には、金融仲介の方法に応じて、預金取扱金融機関、証券
会社、保険会社などがあります。
① 　銀行をはじめとする預金取扱金融機関……広く預金を受け入れ
て資金を得て、その資金を資金需要者に対する貸出や投資に充て
るものです。

② 　証券会社……資金供給者が企業の株式や債券等を取得すること
により、直接、企業に対する資金供給を行うことを仲介し、また、

金融法とは何か

Ⅰ
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Ⅰ　金融法とは何か

自らも企業に投資するものです。
③ 　保険会社……偶然に発生する事故（保険事故）によって生じる
財産上の損失に備えて、多数の者から資金（保険料）を受け入れ、
その資金を資金需要者に対する貸出や投資に充てて運用するとと
もに、その運用資金をもって、保険事故が発生した者に対して保
険金を給付するものです。

そのほか、投資信託委託会社、投資顧問会社、貸金業者、リース会
社等も、資金供給者・資金需要者間の金融仲介に関与しているという
意味で、金融機関に含まれるといえます。
ただ、預金取扱金融機関の金融取引に関する入門書である本書にお

いては、「金融機関」とは預金取扱金融機関をいい、「金融法」とは預
金取扱金融機関における金融に関する法をいうものとします。
なお、ゆうちょ銀行や農業協同組合等は、歴史的経緯等から、「預

金」ではなく「貯金」という用語を用いていますが、本書では、便宜
上、「貯金」も含めて「預金」として解説します。
金融法には、金融機関に対して向けられた行政監督的規制である金

融規制法と、金融仲介取引における取引当事者間の利害を調整する金
融取引法とがあります。本書は、預金取扱金融機関の金融取引に関す
る入門書としての性質上、後者を中心に取り扱います。
また、預金取扱金融機関には、銀行以外にも、信用金庫、信用組合、

労働金庫、農業協同組合等の各種協同組織金融機関があります。ただ、
協同組織金融機関であっても、金融取引法の規律内容に関しては、基
本的に銀行と異なるところがありません。そこで、本書では、協同組
織金融機関を含む預金取扱金融機関を総称して、単に「金融機関」と
して解説を進めていきます。

第
１
章

金
融
法
概
説
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２　金融規制法

１ 　金融機関の業務

金融機関に適用される金融規制法として最も重要なものは銀行法で
す。銀行法は、銀行に適用されるものですが、各協同組織金融機関を
規律する業法においても準用されています。同法１条１項では、銀行
法の目的は「銀行の業務の公共性にかんがみて、信用を維持し、預金
者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の
健全かつ適切な運営を期し、もって国民経済の健全な発展に資する」
点にあるとされています。
ここにいう銀行の業務、すなわち銀行業とは、大衆から預金を受け
入れる預金業務、預金として受け入れた資金をもって貸付を行う貸付
業務、そして、その受入資金をもって送金する為替業務をいいます（同
法２条２項）。
預金業務は、一般人に対して余剰資金の安全な保管手段と確実な貯
蓄手段を提供する機能を有します。また、貸付業務は、預金業務で受
け入れた資金を資金需要者（借入人）につなぐ金融仲介機能を有する
とともに、貸付により、貸付資金が借入人の口座に入金されて新たな
預金が創出されるという信用創造機能も有します。
さらに、為替業務は、売買代金の支払等のための隔地者間の資金移
動を仲介するという意味での金融仲介機能も有します。
このように、金融機関は金融仲介機能および信用創造機能を発揮し
て「金融の円滑」を図ることにより、国民の余剰資金を資金需要者に
効率的かつ適切に行き渡らせ、「国民経済の健全な発展に資する」こ
とが求められ、ここに金融機関の業務の公共的性格が認められるので
す。
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